フォーム I.2

投資プロジェクトの提案

(投資法第33、 34、 35条に基づいて

投資方針の決定場合に当たるプロジェクト)

ベトナム社会主義共和国
独立・自由・幸福

投資プロジェクトの提案

 (…年 …月 …日付の投資プロジェクトの実施申請書に添付)

I. 投資家の名称 

(それぞれの投資家の名称を記載する。) 

投資プロジェクトの実施を以下のとおりに申請する。

II. 投資プロジェクトの提案内容：

1. プロジェクト名およびプロジェクト実施場所: 

1.1. プロジェクト名:............................................................
1.2.  プロジェクト実施場所: …………………..

(工業団地、輸出加工区、ハイテク区及び経済特区以外のプロジェクトの場合：家屋番号、通り、町、区、県/市の名称を記載する。工業団地、輸出加工区、ハイテク区及び経済特区以内のプロジェクトの場合：番号、通り又はロット、地域、区、県/市の名称を記載する)。

2.  プロジェクト目標: 

	順番
	活動目標


	事業内容

(VSIC に従って 4

級の事業内容の名

称を記載する)
	VSIC コード

(4 級のコード)
	CPC コード (*)

(CPC コードがある事業内容の場合）、 （ある場合）)

	1
	(主な事業内容)
	
	
	

	2
	……….
	
	
	


備考：

- 最初に記載される事業内容はプロジェクトの主な事業内容である。. 

- (*)  投資登録証明書を発給される際に、外国人投資家に対し条件付き投資分野に属する活動目標にのみ.

3.  投資規模:

投資規模は下記の通りである。:

- 設計容量: ……………………

- 供給する製品・サービス: ……………………….

- 使用する土地・水面・床の予定面積（m2 または ha）: …………
- 建設の規模（建設・延べ床面積、階数、建物の高さ など）:
プロジェクトに複数の段階がある場合、それぞれの段階が上記のとおり記載される。

4. 使用要求の提案(投資法第33条第1項đ号に基づいて政府に土地の交付、土地の賃貸及び土地使用目的の転換申請するプロジェクトの場合)
4.1. 土地の場所: 

- 土地の概要（住所、境界、地理的位置）;

- 土地使用権の法的根拠（ある場合）;

4.2. 土地使用の現状（土地使用の現状票（土地使用の現状地図に 添付）の作成）
4.3. 土地利用需要の予定(工事の各条目の使用する面積、試用期間、使用要求率に記入してください。).

4.4. 法律の規定に基づいて土地の交付、土地の賃貸及び土地使用目的の転換の条件を満足することについて説明

4.5.土地に関する法律の規定に基づいて土地の交付、土地の賃貸及び土地使用目的の転換の計画とスケジュール
4.6. 補償、現場の間隙、再定住の全体計画（ある場合）:
5. 投資金額: 

5.1.  総投資額: …....(文字で記載)ドン、…… (文字で記載) 米ドル相当、そのうち、

a) 固定資本： …(文字で記載)ドン、… (文字で記載)米ドル相当

詳細：

- 補償費用、 再定住の支援費用（ある場合）:

- 土地、水面の借貸費用、…:

- 建設の費用:

- 機械、設備、技術、ブランドの費用;

- 固定資産に作成するその他の費用.

- 積立金の費用;

 会計：………………………..

b) 運転資金: ….(文字で記載)ドン、…… (文字で記載) 米ドル相当.

5.2. 投資資金源:

a) プロジェクト実施の出資金額 (それぞれの投資家につき詳細に記載する):

	順番
	投資家の名称 
	出資資本金
	比率 (%)


	出資方法(*)
	出資進捗

	
	
	VND
	USD相当
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


備考：

(*):  出資方法：現金、機械・設備、土地使用権やノウハウ等を記載する。、………

b)   借入金：金額、借入方法と入金スケジュールを詳細に記載する。. 

c)  他の資本: …………..

6. プロジェクトの実施・活動期間: ………….
7. プロジェクト実施の進捗（人材の募集・採用、建設期間、試作品の生産開始、正式な生産の開始時期などについて、具体的な蓮及び月（あるいは四半期）を記入してください。）
8.  労働需要(プロジェクトのそれぞれの段階における、国内労働者及び外国人労働者の具体的な人数を記載):….

9. プロジェクトの経済・社会効率及び影響についての評価

- プロジェクトを実施する地域及び業界、経済・社会的発展へのプロジェクトの主な影響（雇用を生み、法人税などの納税額、輸出額、技術移転など）.

- プロジェクトが及ぼす環境への影響の評価：環境保護に関する法規に従って実施する。. 

10. 技術使用について説明:（技術移転に関する法律の規定（投資法第33条第1項e号）により移転を制限される技術リストにある技術を使用するプロジェクトの場合)
- 技術名;

- 技術の起源;

- 技術プロセス図;

- 主な仕様;

- 機械、設備と技術ラインの使用状況;

- 移転を制限される技術リストにある技術の受信、転送の条件について説明;

- 技術移転に関する法律の規定により移転を制限される技術リストにある技術の受信、転送の順序、手続きを実施する計画

11. 外国投資に適用投資の要件を満たすことについて説明（ある場合）: …………
III. 優遇措置・援助の提案 (法的根拠を詳細に記載)
1. 法人税に関する優遇措置: 

優遇措置の法的根拠（根拠法令および適用される条項を詳細に記載):...

2. 輸入税に関する優遇措置

優遇措置の法的根拠（根拠法令および適用される条項を詳細に記載):...

3. 土地貸付料、土地使用料、土地使用税の減免に関する優遇措置.

優遇措置の法的根拠（根拠法令および適用される条項を詳細に記載):

4. 投資援助の提案（ある場合）: ..................................................................

	
	…、…年 …月 …日 

投資家
投資家の署名、氏名および役職の明記、印鑑押印（ある場合）


